
２０２４年（令和６年）１２月１６日 

線香火付器使用禁止及び灰受トレー使用のお願いについて 

 

日頃から大庭台墓園事業の運営にご理解とご協力をいただき、ありがとうご

ざいます。 

冬季期間中の線香使用時に枯芝を原因とした火災が多発しており、令和５年

度にはケガ人が発生する事態となりました。 

 つきましては、冬季期間中の火災防止対策として芝生墓地での線香火付器の

使用を禁止させていただきます。また、強風注意報または暴風警報発表時には線

香自体の使用を禁止とします。 

なお、芝生墓地での線香使用時には新たに設置した線香用灰受トレーをご使

用いただき、火災発生に十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。 

 

１ 線香火付器 

対象火付器 芝生墓地内すべての線香火付器 

使用禁止期間 ２０２５年１月１日から２０２５年３月３１日まで 

※近隣区画にて着火した線香を持ち歩くことは禁止します。 

 

２ 線香用灰受トレー 

配置場所 芝生墓地 手桶置場 

設置期間 ２０２４年１２月９日から２０２５年３月３１日まで 
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 ※対象区画により一部案内が異なります。実際の設置案内に従ってくださ

い。 

以 上   

       

【お問合せ先】                 

 福祉総務課 衛生施設担当 TEL 0466-50-8258 

 大庭台墓園墓所管理事務所 TEL 0466-87-3557 


